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(57)【要約】
　【課題】　ボリュームデータから表示中の超音波画像
と最も近い画像となる断面を切り出し、リファレンス画
像として表示する医用画像診断装置を提供する。
　【解決手段】　超音波画像の超音波スキャン面の断面
座標を位置センサ8により得て、予め取得したボリュー
ムデータ20から超音波スキャン面に対応したリファレン
ス画像を作成して表示する医用画像診断装置において、
リファレンス画像の断面座標周辺のボリュームデータ20
から超音波画像に最も近い前記リファレンス画像となる
断層画像を抽出する画像比較・抽出手段12と、該抽出さ
れた断層画像の断面座標に基づいてリファレンス画像を
補正する断面座標補正部13とを備える。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波画像の超音波スキャン面の断面座標を位置センサにより得て、予め取得したボリ
ュームデータから前記超音波スキャン面に対応したリファレンス画像を作成して表示する
医用画像診断装置において、
　前記リファレンス画像の断面座標周辺の前記ボリュームデータから前記超音波画像に最
も近い前記リファレンス画像となる断層画像を抽出する画像比較・抽出手段と、該抽出さ
れた断層画像の断面座標に基づいて前記リファレンス画像を補正する断面座標補正部とを
備えることを特徴とする医用画像診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁気共鳴撮像(MRI)装置やX線コンピュータ断層(X線CT)装置などの画像診断
装置で撮像された被検者のマルチスライス画像データを用い、超音波のスキャン面と同一
断面のリファレンス画像をリアルタイムに再構成して超音波画像と同一画面に表示する医
用画像診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医用画像診断装置の1つである超音波診断装置は、ハンドリングが容易で、かつ無侵襲
で任意の断面をリアルタイムに観察できるため、診断に非常に多く利用されている。一方
、超音波診断装置で撮像される超音波画像は、一般にX線CT装置などで撮像される断層画
像よりも画質が劣ることから、X線CT装置やMRI装置などの他の画像診断装置で撮像された
断層画像(以下、リファレンス画像という。)と対比しながら、総合的に診断することがあ
る。
【０００３】
　しかし、CT像やMRI像のリファレンス画像は、一般に、体軸に垂直な断面の断層画像で
あるのに対し、超音波画像は操作者が指定した任意断面の断層画像であるから、単にCT像
やMRI像をリファレンス画像として描出しても、両者の対応関係を把握することは操作者
にとって大きな負担となる。そこで、両者の対応関係の把握を容易にするため、超音波探
触子に位置センサを貼り付けて超音波スキャン面を算出し、CT像やMR像のマルチスライス
画像データ(以下、ボリュームデータという。)から超音波スキャン面と同一断面のリファ
レンス画像を再構成して、表示画面に描出している。(例えば、非特許文献1)
　同様に、CT像やMR像のボリュームデータから超音波スキャン面と同一断面のリファレン
ス画像を再構成して、表示画面に並べてもしくは重ねて、あるいは交互に切換えて描出し
ている。(例えば、特許文献1)
　また、他の診断装置のリファレンス画像のうち超音波画像の視野領域に対応する部分を
抜出して、超音波画像と同一断面のリファレンス画像を表示し、または超音波画像と同一
倍率で表示することにより、両画像の対応関係を容易に把握できるようにすることが提案
されている。(例えば、特許文献2)
【非特許文献１】「Radiology_RNSA 1996年発行、page 517、K.Oshio
【特許文献１】特開平10-151131号公報
【特許文献２】特願2005-506006号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　背景技術における医用画像診断装置では、超音波画像とリファレンス画像を同一断面と
して表示するためには、ボリュームデータにマウスなどのポインティングデバイスを用い
て、操作画面上で基準点を設定し、この基準点に対応する位置に、位置センサ付きの探触
子を合わせ、同一断面になるよう探触子の位置を調整することにより行っている。ここで
、探触子を合わせる作業を容易にするためには、ボリュームデータで指定する基準点とし
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て、外観から判りやすい体表上の特徴点(たとえば、剣状突起、血管枝など)を選択するこ
ととなる。しかし、基準点の設定や位置合わせは、検者が画像を確認し行うこととなり、
また、位置合わせ後には、超音波画像はリアルタイム画像であるため、被検者の体動など
でも、断面がずれてしまうことがある。
【０００５】
　そこで、本発明は、表示中の超音波画像と最も近い画像となる断面をボリュームデータ
から切り出し、リファレンス画像として表示することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、超音波画像の超音波スキャン面の断面座標を位置センサに
より得て、予め取得したボリュームデータから前記超音波スキャン面に対応したリファレ
ンス画像を作成して表示する医用画像診断装置において、前記リファレンス画像の断面座
標周辺の前記ボリュームデータから前記超音波画像に最も近い前記リファレンス画像とな
る断層画像を抽出する画像比較・抽出手段と、該抽出された断層画像の断面座標に基づい
て前記リファレンス画像を補正する断面座標補正部とを備える。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、表示中の超音波画像と最も近い画像となる断面をボリュームデータか
ら切り出し、リファレンス画像として表示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明を適用してなる医用画像診断装置について図を用いて説明する。
【０００９】
　図1および図2を参照しながら、本発明の装置構成について説明する。超音波診断装置1
は、被検体17との間で超音波を送受信する超音波探触子2(以下、探触子2という。)と、探
触子2から出力される受信信号を処理する超音波送受信部3と、超音波送受信部3から出力
された受信信号に基づき超音波画像を再構成する超音波画像作成部4と、超音波画像作成
部4から出力される超音波画像がモニタ14に表示させる画像合成部5とを備える。
【００１０】
　探触子2には、駆動信号を超音波に変換して被検体の対象部位に射出すると共に、被検
体の対象部位から発生した反射エコーを受波して受信信号に変換する診断用振動子が複数
配列される。
【００１１】
　また、超音波診断装置1は、画像診断装置6により取得された被検体に関するボリューム
データを取り込み、ボリュームデータを記憶するボリュームデータ記憶部7を備える。医
用画像診断装置6は、被検体の画像を取得して診断を行う装置であり、例えば、CT画像診
断装置やMR画像診断装置や超音波診断装置である。
【００１２】
　また、超音波診断装置1は、磁気センサ8及び磁気ソース16と、探触子座標算出部9と、
超音波断面座標算出部10と、リファレンス画像作成部11とを備える。
【００１３】
　磁気センサ8及び磁気ソース16により磁気位置センサシステムが構成される。磁気セン
サ8は、磁気信号検出器であり、探触子2に貼付される。磁気位置センサシステムは、磁気
センサ8から出力される検出信号に基づいて、ソース座標系における探触子2の三次元位置
や傾き(ねじれ)等の位置情報を算出して探触子座標算出部9に出力する。
【００１４】
　探触子座標算出部9は、磁気センサ8から取得したソース座標系における探触子2の位置
情報に対して座標変換を行い、ボリュームデータ座標系における探触子2の位置情報を算
出する。尚、座標変換に関して考慮すべき座標系は、ソース座標系及び被検体座標系及び
ボリュームデータ座標系である。レジストレーション処理によって、各座標系同士の位置
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の対応関係(変換行列)を導出可能であり、ソース座標系からボリュームデータ座標系への
変換行列を用いればよい。また、探触子座標算出部9は、探触子2の位置情報とともに探触
子2の長手方向を探触子2の形状と向きから読み取り、超音波断面の位置情報も算出される
。
【００１５】
　超音波断面座標算出部10は、探触子座標算出部9から取得したボリュームデータ座標系
における探触子2の位置情報を用いて、ボリュームデータ座標系における超音波断面(スキ
ャン面)の位置情報を算出する。すなわち、超音波断面座標算出部10は、超音波画像作成
部4から出力される超音波画像の各ピクセルがボリュームデータ上のどのボクセルに対応
するかを算出する。
【００１６】
　リファレンス画像作成部11は、超音波断面座標算出部10から出力されたボリュームデー
タに対する超音波断面の位置情報に基づいて、ボリュームデータ記憶部７に記憶されたボ
リュームデータからリファレンス画像用データを抽出してリファレンス画像を再構成する
。尚、リファレンス画像用データは、リアルタイム撮像の場合、撮像中の超音波画像のス
キャン面に対応する画像データである。超音波画像40とリファレンス画像41とは、図5に
示されるようにほぼ同一断面の断層画像として表示部5に表示される。
【００１７】
　なお、図示しないが、超音波診断装置1は、各構成要素を制御する制御部および操作部
を備える。
【００１８】
　本発明の実施形態について説明する。超音波診断装置1は、リファレンス画像作成部11
と超音波画像作成部4から出力されるリファレンス画像41と超音波画像40との比較を行う
画像比較・抽出部12と、比較・抽出結果に基づき、リファレンス画像41の断面座標の補正
を行う断面座標補正部13とを備える。
【００１９】
　まず、画像比較・抽出部12において、リファレンス画像作成部11で作成されたリファレ
ンス画像41と超音波画像作成部4で作成された超音波画像40の比較を行う。
【００２０】
　リファレンス画像41と超音波画像40の断面が一致する場合、リファレンス画像作成部11
は作成されたリファレンス画像41をそのまま画像合成部5に出力する。
【００２１】
　リファレンス画像41と超音波画像40の断面が一致しない場合、図3、図4で示されるよう
に、画像比較・抽出部12は、作成されたリファレンス画像41の周囲のボリュームデータ２
０から超音波画像40に最も近いリファレンス画像41となる断面を抽出する。
【００２２】
　断面座標補正部13は、抽出された断面の座標に基づいて、リファレンス画像41の断面座
標の補正を行う。リファレンス画像作成部11は、ボリュームデータ記憶部7に記憶された
ボリュームデータ20から、補正された断面座標に対応するリファレンス画像41を作成する
。
【００２３】
　ここで、画像比較・抽出部12と断面座標補正部13について詳細に説明する。
【００２４】
　図3で示される実施形態1では、画像比較・抽出部12は、ボリュームデータ記憶部7に記
憶されているボリュームデータ20から作成されたリファレンス画像41である断層画像22及
びこの断面に平行である断層画像21、23、24と、超音波画像40とを比較し、超音波画像40
に最も近い断層画像を抽出する。
【００２５】
　図3(a)は、ボリュームデータ20から作成される断層画像21～24を示す図である。画像比
較・抽出部12は、断層画像22を作成するために用いた断面の位置情報から予め定義された
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量だけ離れた断面についての断層画像21、23、2４を設定する。
【００２６】
　ボリュームデータ記憶部7において、ボリュームデータ20の上面(ハッチングされた面)
は、被検者の体表面側として設定されている。ボリュームデータ20上面は探触子2の接触
面であるため、探触子2を被検者の体表面に対して垂直に接して超音波画像を取得すると
、断層画像21～24と超音波スキャン面の断面の方向が一致することになる。
【００２７】
　断層画像21～24としては、ボリュームデータ20に対して、探触子2の短軸方向(奥行き方
向)に一定間隔で平行な4つの断面を定義している。なお、断層画像21～24の間隔は、ボリ
ュームデータ20のスライス間隔、又は例えば1mm間隔である。
【００２８】
　また、このボリュームデータ20内には、剣状突起、血管枝、血管や臓器(すい臓、肝臓
など)の特徴部位25と特徴部位26がある。図3(b)で示されるように、断層画像21～24と超
音波画像40には、特徴部位25と特徴部位26が表示されている。
【００２９】
　画像比較・抽出部12は、断層画像21～24のそれぞれと超音波画像40との間の相関係数を
求める。相関係数として例えば、ピアソンの相関係数というものがある。横Xピクセル×
縦Yピクセルの2つのグレーレベル画像f(x，y)とg(x，y)があるとする。ここでf及びgは、
座標(x，y)でのグレーレベル(輝度)である。ここで以下の[数1]で求められるRが相関係数
である。
［数１］

【００３０】
　画像比較・抽出部12は、相関係数が最も高い断層画像とその断面座標を抽出する。ここ
では、断層画像24がこの相関係数が最も高い断層画像とする。画像比較・抽出部12は、断
層画像24の断面座標を抽出する。そして、断面座標補正部13は、抽出された断面座標と同
じ断面にリファレンス画像41が作成されるようリファレンス画像作成部11を制御する。補
正されたリファレンス画像41は画像合成部５に出力される。そして、超音波画像40とリフ
ァレンス画像41とを画像合成部5で合成し、合成した画像をモニタ14に表示する。
【００３１】
　上記では、画像比較・抽出部12は、断層画像21～24のそれぞれと超音波画像40との間の
相関係数を求めたが、断層画像21～24と超音波画像40に表示される特徴部位25と特徴部位
26を用いて2値化処理を行い、特徴部位25と特徴部位26の位置と形状の類似度から断層画
像を抽出してもよい。
【００３２】
　具体的には、画像比較・抽出部12は、特徴部位25と特徴部位26が血管である場合、血管
の壁面と血管の内部とで輝度が異なることを利用して2値化処理を行う。一般に血管の壁
面は輝度が高く、血管の内部は血流が流れる箇所であり組織が存在しないため輝度が低い
。なお、超音波画像40に関してはドプラ血流情報を用いて2値化してもよい。
【００３３】
　画像比較・抽出部12は、特徴部位25と特徴部位26が組織である場合、組織とその周辺部
位とでは輝度が異なることを利用して2値化処理を行う。一般に組織は輝度が高く、組織
の周辺部位は輝度が低い。
【００３４】
　画像比較・抽出部12は、断層画像21～24と超音波画像40において、2値化処理が行われ
て抽出された特徴部位25と特徴部位26の位置と形状を比較する。そして、画像比較・抽出
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部12は、特徴部位25と特徴部位26の類似度が最も高い断層画像とその断面座標を抽出する
。類似度が最も高い画像を抽出する処理については特開2003-265408号公報などに開示さ
れている。断面座標補正部13は、抽出された断面座標と同じ断面にリファレンス画像41が
作成されるようリファレンス画像作成部11を制御する。補正されたリファレンス画像41は
画像合成部5に出力される。そして、超音波画像40とリファレンス画像41とを画像合成部5
で合成し、合成した画像をモニタ14に表示する。
【００３５】
　なお、実施形態1では、4枚の断層画像を用いて断層画像の抽出を行ったが、4枚以外で
もよく、3枚以下や5枚以上でもよい。また、断層画像21～24は、ボリュームデータ20に対
して、探触子2の短軸方向(奥行き方向)に一定間隔で平行に配置された4つの断面であった
が、長軸方向に一定間隔で配置された4つの断面であってもよい。
【００３６】
　また、図4(a)で示される実施形態2では、画像比較・抽出部12は、ボリュームデータ記
憶部7に記憶されているボリュームデータ20から作成されたリファレンス画像41である断
層画像31及び探触子2の中心軸30を軸として回転させた断面である断層画像32と、超音波
画像40とを比較し、超音波画像40に最も近い断層画像を抽出する。最も近い断層画像を抽
出する方法として、実施形態1で説明した相関係数や2値化処理を利用しているため、この
抽出方法に関する説明は省略する。
【００３７】
　断面座標補正部13は、抽出された断面座標と同じ断面にリファレンス画像41が作成され
るようリファレンス画像作成部11を制御する。補正されたリファレンス画像41は画像合成
部5に出力される。そして、超音波画像40とリファレンス画像41とを画像合成部5で合成し
、合成した画像をモニタ14に表示する。
【００３８】
　なお、実施形態2では、2枚の断層画像31と断層画像32を用いて断層画像の抽出を行った
が、3枚以上でもよく、1度回転毎に比較を行ってもよい。
【００３９】
　また、図4(b)で示される実施形態3では、画像比較・抽出部12は、ボリュームデータ記
憶部7に記憶されているボリュームデータ20から作成されたリファレンス画像41である断
層画像36、及び探触子2と被検者の接線を中心軸35として回転させた断面である断層画像3
7と、超音波画像40とを比較し、超音波画像40に最も近い断層画像を抽出する。最も近い
断層画像を抽出する方法として、実施形態１で説明した相関係数や2値化処理を利用して
いるため、この抽出方法に関する説明は省略する。
【００４０】
　断面座標補正部13は、抽出された断面座標と同じ断面にリファレンス画像41が作成され
るようリファレンス画像作成部11を制御する。補正されたリファレンス画像41は画像合成
部５に出力される。そして、超音波画像40とリファレンス画像41とを画像合成部5で合成
し、合成した画像をモニタ14に表示する。
【００４１】
　なお、実施形態3では、2枚の断層画像36と断層画像37を用いて断層画像の抽出を行った
が、3枚以上でもよく、1度回転毎に比較を行ってもよい。
【００４２】
　以上、実施形態1～実施形態3を説明したが、実施形態1に実施形態2や実施形態３を組み
合わせることにより、画像比較・抽出部12の比較・抽出精度が向上する。
【００４３】
　画像比較・抽出部12と断面座標補正部13は、実施形態1で抽出された断層画像24を用い
て、実施形態2の処理を行う。そして、画像比較・抽出部12は、断層画像24を探触子2の中
心軸を軸として回転させて超音波画像40と比較を行う。断面座標補正部13は、抽出された
断面座標と同じ断面にリファレンス画像41が作成されるようリファレンス画像作成部11を
制御する。補正されたリファレンス画像41は画像合成部5に出力される。そして、超音波
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画像40とリファレンス画像41とを画像合成部5で合成し、合成した画像をモニタ14に表示
する。
【００４４】
　また、画像比較・抽出部12と断面座標補正部13は、実施形態1～実施形態3を1セットと
して順次実行してもよい。
【００４５】
　上記実施形態1～実施形態3を実行するタイミングについて説明する。リファレンス画像
作成部11が超音波断面座標算出部10から出力されたボリュームデータ20に対する超音波ス
キャン面の断面位置に基づいて、リファレンス画像41を再構成する時、画像比較・抽出部
12と断面座標補正部13は、実施形態1～実施形態3のいずれか又はその組み合わせを行う。
【００４６】
　具体的には、まず探触子2で超音波を走査して、その特徴部位25と特徴部位26(例えば、
剣状突起や血管、臓器)を含む超音波画像40を表示し、ボリュームデータ座標系を合わせ
、リファレンス画像41を作成する。そして、探触子2を移動させて、リファレンス画像41
に特徴部位25と特徴部位26が超音波画像40とほぼ同位置に表示された状態で、画像比較・
抽出部12と断面座標補正部13は、実施形態1～実施形態3のいずれか又はその組み合わせを
行う。このように、前処理段階において、超音波画像40とリファレンス画像41の一致精度
を向上させることができる。
【００４７】
　また、超音波画像40とリファレンス画像41を表示した後、超音波画像40とリファレンス
画像41を表示しながら探触子2を移動させると、磁気センサ8の精度によりリファレンス画
像41の表示位置がずれてしまう場合がある。このとき、画像比較・抽出部12と断面座標補
正部13は、定期的に実施形態1～実施形態3のいずれか又はその組み合わせを行うことによ
り、位置ズレを防止することができる。ここでいう定期的とは、探触子2の移動を止めた
時、超音波画像40をフリーズさせた時、1秒間隔おき、検者が指示した時などである。
【００４８】
　次に、図6を参照しながら、実施形態1の動作について説明する。
超音波診断装置1は、超音波送受信部3により探触子2から出力される受信信号を処理し、
超音波画像作成部4により超音波画像40を作成する(ステップ101)。
【００４９】
　超音波診断装置1は、磁気センサ8及び磁気ソース16によりソース座標系における探触子
2の位置情報を算出し、探触子座標算出部9により座標変換を行い、ボリュームデータ座標
系における探触子2の位置情報を算出する(ステップ102)。
【００５０】
　超音波断面座標算出部10は、ボリュームデータ座標系における探触子2の位置情報を用
いて、ボリュームデータ座標系における超音波断面の位置情報を算出する(ステップ103)
。
【００５１】
　リファレンス画像作成部11は、ボリュームデータ座標系における超音波断面の位置情報
に基づいて、ボリュームデータ記憶部7に記憶されたボリュームデータ20を用いてリファ
レンス画像41を再構成する(ステップ104)。
【００５２】
　断層画像22であるリファレンス画像41を作成するために用いた超音波断面の位置情報か
らあらかじめ定義された量だけ離れた断面についての断層画像21、23、24を作成する。(
ステップ105)なお、この説明では、ボリュームデータ20に対して、奥行き方向に一定間隔
で平行に、もともとの断面と併せ、計4つの断面を定義しているが、この限りではなく、
たとえば、もともとの断層画像22に対して回転させた断面を定義してもよい。
【００５３】
　画像比較・抽出部12は、得られた複数の断層画像21～24それぞれと超音波画像40との間
の相関や2値化処理を行い、超音波画像40に最も近い断層画像を求める。(ステップ106)
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　断面座標補正部13は、超音波画像40に最も近い断層画像の断面座標を算出し、断面座標
の補正を行う。(ステップ107)
　リファレンス画像作成部11は、新たな断面座標から断層画像を再構成し、リファレンス
画像41とする。(ステップ108)
　超音波画像40とリファレンス画像41とを画像合成部５で合成し、(ステップ109)合成し
た画像をモニタ14に表示する。(ステップ110)
　以上述べたように、本発明によれば、超音波画像に対して最適なリファレンス画像を提
供することができ、また、体動などによる位置ずれを補正することができるので、位置合
わせのための再調整が不要となる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の全体を示すブロック図である。
【図２】本発明の探触子と被検体との位置関係を示す図である。
【図３】本発明の実施形態1を説明する図である。
【図４】本発明の実施形態2と実施形態3を説明する図である。
【図５】本発明のモニタの表示画面を示す図である。
【図６】本発明の超音波診断装置の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５５】
　１　超音波診断装置
　２　超音波探触子
　３　超音波送受信部
　４　超音波画像作成部
　５　画像合成部
　６　画像診断装置
　７　ボリュームデータ記憶部
　８　位置センサ
　９　探触子座標算出部
　１０　超音波断面座標算出部
　１１　リファレンス画像作成部
　１２　画像比較・抽出部
　１３　断面座標補正部
　１４　モニタ
　１６　磁気ソース
　１７　被検体
　１８　視線
　２０　ボリュームデータ
　２１，２２，２３，２４　断層画像
　４０　超音波画像
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